
国民年金のご相談・お手続きについては、むつ年金事務所（☎０１７５－２２－４９４７） または 

東通村住民課（☎０１７５－３３－２１３５）までお問い合わせください。 

国民年金保険料免除等の申請について

保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎

年金を受けられない場合があります。 

 所得が少ない、失業、事業の廃止（廃業）などの理由で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の

納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（５０歳未満）」がありますので、市区役所・町

村役場の国民年金担当窓口でお早めに手続きをお願いします。 

産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

 出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除になります。 

 出産予定日の６か月前から手続きができますので、お住いの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口でお早

めに手続きをお願いします。 

会社を退職したときは年金の切替え手続きが必要です

 ２０歳以上６０歳未満の方が会社を退職され、農業者、自営業者、学生、フリーター、無職等になった場合

には、国民年金第１号被保険者（又は第３号被保険者）への切替え手続きが必要です。 

 お住いの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口でお早めに手続きをお願いします。 

マイナポータルを利用した国民年金の加入手続き・保険料免除申請等の電子申請について 

 マイナポータルを利用した国民年金第１号被保険者の資格取得・種別変更、国民年金免除・納付猶予、学生

納付特例及び産前産後免除の電子申請ができます。詳細は、日本年金機構のＨＰをご覧ください。 

 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/denshi_kokunen.html 

５月の夜間納税相談・納付窓口開設のご案内

下記の日程で夜間の納税相談・納付窓口を開設いたします。 

 仕事などで日中に税金の納付や相談が難しい方は、ぜひご利用ください。 

〇納税相談・納付窓口  東通村役場 税務課 ※庁舎正面玄関からお入りください。

〇日       時  ５月 ７日（木）   １７時～２０時 

５月１３日（水）   １７時～２０時 

〇問 合 せ 先  東通村税務課 税務グループ  ☎０１７５－３３－２１３４（直通） 

※納税相談や、納付連絡のない滞納者については、差押え・公売等の滞納整理や税金の徴収を専門に行う

「青森県市町村税滞納整理機構」へ移管する場合がありますので、適正な納税をお願いいたします。 

《東通消防署からのお知らせ》 

水質検査結果のお知らせ
令和８年３月５日に実施した水道水水質検査結果は下表のとおりです。

検査依頼先：(一財)　青森県薬剤師会 食と水の検査センター

採水年月日 採水場所 検査判定 ※令和７年４月１日から、東通村上下水道課より委託を
受けた協同組合東通村管工事協会が、水道メーターの開
閉栓業務を行いますのでよろしくお願いします。ご不明
な点がございましたら、☎０１７５－３３－２３５２
にてご対応させていただきます。

令和８年３月５日 岩屋浄水場 水質基準に適合

令和８年３月５日 野牛浄水場 水質基準に適合

令和８年３月５日 大平滝浄水場 水質基準に適合

５月９日 ・ １９日 ・ ２９日 

林野火災に注意しましょう 

空気の乾燥、強風等の気象条件により火災が発生しやすい季節です。毎年のように 

禁止されている野焼きから火災が発生していますので絶対にしないでください。 

山林では、たばこの吸い殻を地面に捨てず、携帯灰皿などを使用し、火気の 

取り扱いには十分注意しましょう。 

遭難に注意しましょう 

例年、県内では山菜取りシーズンに遭難事故が多く発生しています。 

次のことに注意して山菜採りに出かけましょう。

・行先と帰宅時間を家族に知らせる。 ・１人で入山せず、入山後も声を掛け合い離れない。 

・水や食料、防寒着を持ち歩く。   ・早めの帰宅を心掛け、迷ったら速やかに通報する。

甲種防火管理者新規講習開催のご案内 

・開 催 日 時  第１回 令和８年６月１６日(火)、１７日(水)の２日間

第２回 令和８年６月１８日(木)、１９日(金)の２日間

（いずれも午前９時２０分～午後４時２０分まで） 

・開 催 場 所  むつ市中央公民館 講堂（むつ市大湊浜町 13-1） 

・受 講 料   無料（別途教材費 4，500 円） 

・申 込 期 間    令和８年５月２５日（月）～６月５日（金） 

・申 込 先   東通消防署 
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